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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外側シート部材と内側シート部材との間に区画された空間部に流体が満たされて膨らむ
ようになっている袋状の本体部を有し、流体が満たされた状態で、前記内側シート部材で
少なくとも１つの四肢の外周を覆うことのできる形状及び大きさに形成された袋状部材を
有し、
　前記袋状部材の空間部に流体を満たすことで、前記内側シート部材に覆われた前記四肢
全体が陽圧状態に保持され、かつ、前記空間部に満たされた流体中で上記四肢の先端部を
四肢の他の部分とは独立的に動かすことが可能になっており、かつ、
　前記内側シート部材は、袋状部材の内部に満たされた流体及び／若しくは他の流体を前
記四肢先端部側から導入するための導入孔を有し、この導入孔から導入された流体を、四
肢の外周と前記内側シート部材との間の隙間に沿ってこの四肢先端部から離れる方向に流
通するように構成されている
　ことを特徴とする四肢用陽圧チャンバー。
【請求項２】
　請求項１記載の陽圧チャンバーにおいて、
　前記袋状部材は、前記空間部に満たされた流体中で前記四肢の先端部を動かした際にこ
の四肢の先端部を覆う内側シート部材と外側シート部材とが干渉しないよう十分な大きさ
の空間部が確保される寸法及び形状で形成されている。
【請求項３】
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　請求項１記載の四肢用陽圧チャンバーにおいて、
　前記内側シート部材は、この内側シート部材から前記空間部へ陥没するように設けられ
四肢のうちの少なくとも１つの先端部を収容するための四肢先端部収容部をさらに有し、
　四肢先端部を前記四肢収容部に挿入した状態で、この四肢先端部を前記空間部に満たさ
れた流体内で自由に動かせるようになっている
　ことを特徴とするものである。
【請求項４】
　請求項３記載の四肢用陽圧チャンバーにおいて、
　前記四肢先端部収容部は、四肢の先端部の形状に適合した形状に適合した形状を有する
ものである
　ことを特徴とするものである。
【請求項５】
　請求項１記載の四肢用陽圧チャンバーにおいて、
　前記四肢は手を含む腕であり、前記四肢の先端部は手及び手の指であることを特徴とす
るものである。
【請求項６】
　請求項１記載の四肢用陽圧チャンバーにおいて、
　前記四肢は足を含む脚であり、前記四肢の先端部は足及び足の指であることを特徴とす
るものである。
【請求項７】
　請求項１記載の四肢用陽圧チャンバーにおいて、
　前記内側シート部材に設けられた導入孔は、前記空間部と四肢先端部とを連通させるも
ので、前記空間部内の流体を四肢先端部の周囲に導入するものであることを特徴とするも
のである。
【請求項８】
　請求項１記載の四肢用陽圧チャンバーにおいて、
　前記内側シート部材に設けられた導入孔は、多数の微細孔であることを特徴とするもの
である。
【請求項９】
　請求項１記載の四肢用陽圧チャンバーにおいて、
　前記内側シート部材に設けられた導入孔は、四肢先端部に対応する部位に設けられた、
流体透過性のシート部材であることを特徴とするものである。
【請求項１０】
　請求項１記載の四肢用陽圧チャンバーにおいて、
　さらに、
　前記空間部内の流体とは別の流体を前記内側シート部材の前記導入孔を通して四肢先端
部の周囲に導入させるための外部流体導入路を有する
　ことを特徴とするものである。
【請求項１１】
　請求項１記載の四肢用陽圧チャンバーにおいて、
　前記外部シートには、前記袋状部材の空間部に前記流体を導入するための流体導入口が
設けられていることを特徴とするものである。
【請求項１２】
　請求項１記載の四肢用陽圧チャンバーにおいて、
　前記袋状部材は、前記内側シート部材を内側にし、外側シート部材を外側にして折り畳
むことで、前記内側シート部材で四肢の外周を覆うような形状に構成されており、折り畳
んだ状態で、外側シート部材の縁部同士を接合するためのファスナーが上記外側シート部
材の前記縁部に設けられていることを特徴とするものである。
【請求項１３】
　請求項１記載の四肢用陽圧チャンバーにおいて、
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　前記内側シート部材は、前記外側シート部材よりも柔軟な部材で形成されており、かつ
破けることを防止するのに十分な強度で形成されていることを特徴とするものである。
【請求項１４】
　請求項１記載の四肢用陽圧チャンバーにおいて、
　前記外側シート部材は透明部材で形成され、その中に満たされた流体中での四肢先端部
の動きを目視で確認できるようになっていることを特徴とするものである。
【請求項１５】
　請求項１記載の四肢用陽圧チャンバーにおいて、
　前記空間部内に満たされる流体は、大気であることを特徴とするものである。
【請求項１６】
　請求項１記載の四肢用陽圧チャンバーにおいて、
　前記他の流体は、ドレナージ用流体であることを特徴とするものである。
【請求項１７】
　請求項１６記載の四肢用陽圧チャンバーにおいて、
　前記ドレナージ用流体は、前記四肢の皮膚を介して体内に投与するための薬物を含むも
のであることを特徴とするものである。
【請求項１８】
　請求項１記載の四肢用陽圧チャンバーにおいて、
　前記導入孔から四肢の外周と前記内側シート部材との間の隙間に導入される流体に脈動
を印加する手段を有することを特徴とするものである。
【請求項１９】
　請求項１記載の四肢用陽圧チャンバーであって、
　前記袋状部材の空間部に連通する可撓性のチューブと、
　前記チューブを通して前記袋状部材内に流体を導入するためのポンプ装置をさらに備え
、
　前記ポンプ装置によって前記袋状部材内に満たされた流体の圧力は、前記四肢を前記流
体内で保持するのに十分であり、かつ前記四肢の正常な間質圧と平衡状態となる範囲の値
の陽圧である
　ことを特徴とする四肢用陽圧チャンバー。
【請求項２０】
　請求項１９記載の四肢用陽圧チャンバーにおいて、
　前記ポンプ装置によって前記袋状部材内に満たされた流体の圧力値は、２０ｍｍＨｇ以
上弛緩期血圧未満であることを特徴とするものである。
【請求項２１】
　請求項１９記載の四肢用陽圧チャンバーにおいて、
　前記ポンプ装置によって前記袋状部材内に満たされた流体の圧力を前記四肢用陽圧チャ
ンバーを動作させる全時間に亘り一定に維持するための手段
　を有することを特徴とする。
【請求項２２】
　請求項１記載の四肢用陽圧チャンバーにおいて、
　さらに、
　前記袋状部材の空間部内の圧力を所定の値に保持するための圧力調節弁
　を有することを特徴とするものである。
【請求項２３】
　請求項１記載の四肢用陽圧チャンバーにおいて、
　さらに、
　前記袋状部材の空間部に満たされる流体若しくは／及び前記導入孔から四肢の外周と前
記内側シート部材との間の隙間に導入される流体の温度、湿度若しくはその両方を調整す
るための手段
　を有することを特徴とするものである。
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【請求項２４】
　請求項１記載の四肢用陽圧チャンバーであって、
　さらに、
　前記四肢の皮膚と前記内側シート部材との間に流体が流通するための隙間を確保するた
めの部材を有する
　ことを特徴とする。
【請求項２５】
　請求項２４記載の四肢用陽圧チャンバーであって、
　前記隙間確保部材は、前記四肢を前記袋状部材に適用する前に、前記四肢に予め装着さ
れるものである。
【請求項２６】
　請求項２４記載の四肢用陽圧チャンバーであって、
　前記隙間確保部材は、前記内側シート部材の前記四肢の外周に接する部分に固定されて
いるものである。
【請求項２７】
　請求項１記載の四肢用陽圧チャンバーであって、
　さらに、
　四肢の外周と前記内側シート部材との間の隙間に沿ってこの四肢先端部から離れる方向
に流通した流体を回収するための流体回収手段を有する
　ことを特徴とする。
【請求項２８】
　請求項１記載の四肢用陽圧チャンバーは、四肢の外科的手術後の浮腫及び疼痛を制御す
るためのものである。
【請求項２９】
　請求項１記載の四肢用陽圧チャンバーは、作業関連筋骨格系障害に対する手術後管理を
施すためのものである。
【請求項３０】
　請求項１記載の四肢用陽圧チャンバーは、作業関連筋骨格系障害に対する保存的治療を
施すためのものである。
【請求項３１】
　請求項１記載の四肢用陽圧チャンバーは、皮膚を介した薬物送達に使用するためのもの
である。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は少なくとも１つの四肢の腫脹及び浮腫を治療・予防するための四肢用陽圧チャ
ンバー及びそれを用いた方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　四肢、特に手及び腕は、骨格、筋、靭帯、腱、血管、神経、皮膚などにより構成される
器官であり、極めて多彩な動きと繊細な感覚を有し、日常生活から創造的活動に至る全て
の人間活動において必要不可欠な器官である。更に、手は感情や意思の表現にも重要な役
割を果たし、極めて社会性の高い器官とされる。手の修復や機能再建には、高度な機能と
整容の回復を求められ、世界各国でこの分野に特化した専門家（Ｈａｎｄ　Ｓｕｒｇｅｏ
ｎ及びＨａｎｄ　ｔｈｅｒａｐｉｓｔ）が養成されている。
【０００３】
　また、手は外傷の最も頻発する解剖学的部位であり、アメリカの救急患者の実に１２％
が手の外科の対象患者で占められている。また、手は手根管症候群、狭窄性腱鞘炎、テニ
ス肘などの作業関連筋骨格系障害の好発部位であり、実に全作業関連筋骨格系障害の６４
％を占め、その治療に要するコストの総額は２７００億ドルに上るとの試算もあり、また
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、その件数も年々増加傾向にある。これらの疾患は、しかしながら、労働者にのみ発生す
るものではなく、主婦を中心に中高年の女性に頻発する。このため全体としては女性患者
が男性患者の約３倍存在するとされる。最も頻度の高い手根管症候群に関する最近の疫学
研究によれば一般人口での発生率は成人の約２．７％とされており、年間の手術件数は全
米で２０万件に及ぶ。
【０００４】
　更に、手の外科は変形性関節症（全米で７０００万人の患者がいると推計されている）
の発生が膝関節、股関節に続き３番目に多く、関節リウマチに代表される炎症性関節炎の
発生頻度においてはもっとも高い部位である。
【０００５】
　手の外科の手術には十分な知識と経験、高い治療技術を要求されるが、しかし、如何に
優れた手術を行っても手術後の後療法が適切になされないと期待する機能の回復を実現す
る事はできない。後療法においてもっとも重要な事は術後の浮腫と疼痛のコントロールで
ある。手は外傷や手術により非常に腫れやすい部分であり、そのコントロールを怠ると靭
帯や関節包の収縮、腱の癒着、神経の絞扼などを引き起こし、重大な機能障害に陥る。ま
た、循環障害の発生は早期に発見し、治療しないと組織の壊死や筋の阻血性拘縮を生じ、
廃用手となる。
【０００６】
　この為、手の外傷後や手術後の治療においては如何に浮腫を制御しつつ、疼痛を制御し
、良好な循環を維持するかが重要であり、更に、拘縮の予防や機能の回復を実現するため
には早期の手指の自動運動も可能な限り実施させる必要がある。この為受傷後或いは手術
後早期の浮腫対策は全て手の外科手術に共通する最も重要な処置となっている。
【０００７】
　浮腫コントロールに対する現在の治療法としては、受傷後或いは手術後早期の浮腫コン
トロールのためのｃｏｍｐｒｅｓｓｉｖｅ　ｂｕｌｋｙ　ｄｒｅｓｓｉｎｇ　法が広く用
いられている。具体的には沢山のガーゼを厚く、均等に手の周りに置き、指間には循環を
障害しない程度にガーゼを挟んで、その上を弾力包帯で緩く占める方法である。Ｃｏｍｐ
ｒｅｓｓｉｖｅ　ｂｕｌｋｙ　ｄｒｅｓｓｉｎｇは適切に実施すれば手全体が均等に圧迫
され、浮腫の形成を抑制してくれる。更に、肘から手を心臓より高く保持する事で、静脈
やリンパの還流をしやすくすることで更に浮腫の消退を促進する。加えて、ｃｏｍｐｒｅ
ｓｓｉｖｅ　ｂｕｌｋｙ　ｄｒｅｓｓｉｎｇ内での手指の自動運動を行わせ、これにより
血液やリンパ液の還流を更に活性化させる。また、この方法を用いつつ、腕の挙上や手指
の運動を促すための様々な工夫が報告されている。
　この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては、以下のものがある。
【非特許文献１】Ｅ．Ｚ．ＨＡＺＡＲＩＫＡ，ｅｔ．ａｌ，"ＴＨＥ　ＥＦＦＥＣＴ　Ｏ
Ｆ　ＩＮＴＥＲＭＩＴＴＥＮＴ　ＰＮＥＵＭＡＴＩＣ　ＣＯＭＰＲＥＳＳＩＯＮ　ＯＮ　
ＴＨＥ　ＨＡＮＤ　ＡＦＴＥＲ　ＦＡＳＣＩＥＣＴＯＭＹ"，Ｔｈｅ　Ｈａｎｄ，Ｖｏｌ
ｕｍｅ　１１，Ｎｏ．３，１９７９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、従来のｃｏｍｐｒｅｓｓｉｖｅ　ｂｕｌｋｙ　ｄｒｅｓｓｉｎｇには以下に
示す様々な欠点がある。
（１）圧迫がどの程度加わっているのか、均等に圧が分散しているのかが確認できない。
また、装着当初に加えられた圧迫を長期間維持することが困難であり、緩んでしまったり
、逆に締まりすぎたりする。
（２）ガーゼが障害となって手指の運動がしにくい。
（３）創部の観察ができず、炎症、循環障害などをモニターできない。
（４）温度管理ができず冷却、保温を必要に応じて行う事ができない。
（５）腕を常に挙上しておかねばならず、患者が拘束される。
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【０００９】
　しかし、現時点ではｃｏｍｐｒｅｓｓｉｖｅ　ｂｕｌｋｙ　ｄｒｅｓｓｉｎｇに変わる
方法が開発されておらず、これらの問題点を抱えたまま、本法が標準的治療手技として広
く定着しているのが現状である。
【００１０】
　この発明は、上述した課題に鑑みてなされたものであり、四肢の浮腫若しくは疼痛を治
療若しくは防止するための装置及び方法において、四肢を常に均一な圧迫状態に置くこと
ができる装置及び方法を提供することを目的とする。また、この発明の他の目的は、四肢
の先端部の自由な運動を許容し、かつ創部の観察が簡単で炎症、循環障害などをモニター
できる装置及び方法を提供することにある。また、この発明のさらなる他の目的は、四肢
の治療方法に応じて、適切な温度管理、特に冷却、保温を必要に応じて行う事ができる装
置及び方法を提供することにある。また、更なる他の目的は、四肢を腕を常に挙上してお
かなくても、必要なドレナージ効果を得ることができ、患者を拘束する必要のない装置及
び方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の課題を解決するためにこの発明によって提供される四肢用陽圧チャンバー及びそ
れを用いた治療方法は、手の外科の手術後に手の状態を最良の状態で管理するための簡便
な環境コントロールシステムとして開発をされたもので、手以外にも足にも適用可能なも
のである。
【００１２】
　基本的なコンセプトはデイスポーザブルタイプで、装着の簡便なチャンバー内に空気を
還流し、術後に手全体を一様な陽圧下において管理するものである。従来のｃｏｍｐｒｅ
ｓｓｉｖｅ　ｂｕｌｋｙ　ｄｒｅｓｓｉｎｇでは装着時に加えられた圧迫がその後も維持
される保証はなく、実際大きく変動していくが、この発明の四肢用陽圧チャンバーでは常
に最適な陽圧を維持することにより術後に発生する四肢の腫脹を効率的に抑制し、疼痛の
軽減や拘縮の予防を実現することができる。
【００１３】
　この四肢用陽圧チャンバー内では四肢先端部の運動は自由に行う事ができ、これにより
ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｖｅ　ｂｕｌｋｙ　ｄｒｅｓｓｉｎｇ装着下では不可能であった完全
な手指の運動も可能である。また、各四肢には、末梢から中枢方向への流体の流れが印加
・維持されこれによりドレナージ効果を奏することができるため、従来の装置で静脈血や
リンパ液の還流を促進する目的で行っていた患肢を挙上位に保持する必要もない。さらに
、従来の装置のように、末梢側から順にもみ上げることや、間歇的に圧迫と弛緩を繰り返
すパンピングも必要ない。
【００１４】
　更に、空気の温度、湿度をコントロールする、或いは、経皮吸収性の薬剤を持続的に投
与する、といった事も可能となる。冷却は腫脹の抑制に極めて有効な手段であるが、ｃｏ
ｍｐｒｅｓｓｉｖｅ　ｂｕｌｋｙ　ｄｒｅｓｓｉｎｇでは厚いガーゼを超えて手を冷却で
きる有効な冷却法は存在せず、活用が断念されてきた。しかし、本発明では、例えば、還
流する空気の温度を調整してチャンバー内を一様な温度に維持する事が可能であり、腫脹
に対する冷却療法、循環障害に対する保温療法など弾力的に活用できる。また、廉価な素
材より形成することができ、構造も簡単で量産化に適している。
【００１５】
　このような特性により本発明の四肢用陽圧チャンバーおよびこれを用いた治療方法・予
防方法は、従来のｂｕｌｋｙ　ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｖｅ　ｄｒｅｓｓｉｎｇ法に代わる手
の外科手術後の標準的管理法となり得るものであり、適応の対象は手の外傷後、手術後の
全ての患者である。
【００１６】
　一方で、作業関連上肢筋骨格系障害に含まれる疾患の多くは腱滑膜の腫脹がその原因で
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ある事が知られているが、本発明によれば、皮下の浮腫だけではなく、腱滑膜や靭帯など
の深部組織に発生した浮腫も非常に効率よく消腿させることができる。この特性によりｒ
ｅｐｅｔｉｔｉｖｅ　ｓｔｒａｉｎ　ｉｎｊｕｒｙ或いはｃｕｍｕｌａｔｉｖｅ　ｔｒａ
ｕｍａ　ｉｎｊｕｒｙなどと総称される作業関連筋骨格系障害（手根管症候群、狭窄性腱
鞘炎などが含まれる）においては術後のみならず、保存的治療にも応用可能である。腱や
靭帯など深部構造物の浮腫を消腿させる特性は、更に、手のリハビリテーションにおいて
も極めて魅力的な特性であり、この分野でも広く応用する事ができる。また、下肢への応
用では深部静脈血栓の予防効果も期待でき、デイスポーザブルで携行性に優れる事ことか
ら、飛行機内でのエコノミークラス症候群の予防策など、医療機器以外の応用も想定でき
る。このように極めて広範な適応が想定される。
【００１７】
　以上の目的及び効果を達成するために、この発明の第１の主要な観点によれば、外側シ
ート部材と内側シート部材との間に区画された空間部に流体が満たされて膨らむようにな
っている袋状の本体部を有し、この本体部は、流体が満たされた状態で、前記内側シート
部材で少なくとも１つの四肢の外周を覆うことのできる形状及び大きさに形成されており
、
　前記袋状部材の空間部に流体を満たすことで、前記内側シート部材に覆われた前記四肢
全体が陽圧状態に保持され、かつ、前記空間部に満たされた流体中で上記四肢の先端部を
四肢の他の部分とは独立的に動かすことが可能になっており、かつ、
　前記内側シート部材は、袋状部材の内部に満たされた流体及び／若しくは他の流体を前
記四肢先端部側から導入するための導入孔を有し、この導入孔から導入された流体を、四
肢の外周と前記内側シート部材との間の隙間に沿ってこの四肢先端部から離れる方向に流
通するように構成されている
　ことを特徴とする四肢用陽圧チャンバーが提供される。
【００１８】
　この発明の１の実施形態によれば、前記袋状部材は、前記空間部に満たされた流体中で
前記四肢の先端部を動かした際にこの四肢の先端部を覆う内側シート部材と外側シート部
材とが干渉しないよう十分な大きさの空間部が確保される寸法及び形状で形成されている
。
【００１９】
　また、他の１の実施形態によれば、前記内側シート部材は、この内側シート部材から前
記空間部へ陥没するように設けられ四肢のうちの少なくとも１つの先端部を収容するため
の四肢先端部収容部をさらに有し、四肢先端部を前記四肢収容部に挿入した状態で、この
四肢先端部を前記空間部に満たされた流体内で自由に動かせるようになっていることを特
徴とするものである。また、この場合、前記四肢先端部収容部は、四肢の先端部の形状に
適合した形状を有するものである。
【００２０】
　さらに、この発明の更なる別の１の実施形態によれば、前記内側シート部材に設けられ
た導入孔は、前記空間部と四肢先端部とを連通させるもので、前記空間部内の流体を四肢
先端部の周囲に導入するものであることを特徴とするものである。この場合、前記内側シ
ート部材に設けられた導入孔は、多数の微細孔であることが好ましい。また、前記内側シ
ート部材に設けられた導入孔は、四肢先端部に対応する部位に設けられた、流体透過性の
シート部材であってもよい。
【００２１】
　この発明の更なる別の１の実施形態によれば、さらに、前記空間部内の流体とは別の流
体を前記内側シート部材の前記導入孔を通して四肢先端部の周囲に導入させるための外部
流体導入路を有することを特徴とするものである。
【００２２】
　この発明の更なる別の１の実施形態によれば、前記外部シートには、前記袋状部材の空
間部に前記流体を導入するための流体導入口が設けられている。
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【００２３】
　この発明の更なる別の１の実施形態によれば、前記袋状部材は、前記内側シート部材を
内側にし、外側シート部材を外側にして折り畳むことで、前記内側シート部材で四肢の外
周を覆うような形状に構成されており、折り畳んだ状態で、外側シート部材の縁部同士を
接合するためのファスナーが上記外側シート部材の前記縁部に設けられていることを特徴
とするものである。
【００２４】
　この発明の更なる別の１の実施形態によれば、前記内側シート部材は、前記外側シート
部材よりも柔軟な部材で形成されており、かつ破けることを防止するのに十分な強度で形
成されていることを特徴とするものである。
【００２５】
　この発明の更なる別の１の実施形態によれば、前記外側シート部材は透明部材で形成さ
れ、その中に満たされた流体中での四肢先端部の動きを目視で確認できるようになってい
ることを特徴とするものである。
【００２６】
　この発明の更なる別の１の実施形態によれば、前記空間部内に満たされる流体は、大気
であることを特徴とするものである。
【００２７】
　この発明の更なる別の１の実施形態によれば、前記他の流体は、ドレナージ用流体であ
ることを特徴とするものである。さらに、前記ドレナージ用流体は、前記四肢の皮膚を介
して体内に投与するための薬物を含むものであることを特徴とするものである。
【００２８】
　この発明の更なる別の１の実施形態によれば、前記袋状部材の空間部に連通する可撓性
のチューブと、前記チューブを通して前記袋状部材内に流体を導入するためのポンプ装置
をさらに備え、前記ポンプ装置によって前記袋状部材内に満たされた流体の圧力は、前記
四肢を前記流体内で保持するのに十分であり、かつ前記四肢の正常な間質圧と平衡状態と
なる範囲の値であることを特徴とする四肢用陽圧チャンバーが提供される。
【００２９】
　この場合、前記ポンプ装置によって前記袋状部材内に満たされた流体の圧力値は、２０
ｍｍＨｇ以上弛緩期血圧未満であることを特徴とするものであることが好ましい。また、
この装置は、前記ポンプ装置によって前記袋状部材内に満たされた流体の圧力を前記四肢
用陽圧チャンバーを動作させる全時間に亘り一定に維持するための手段を有することがさ
らに好ましい。
【００３０】
　この発明の更なる別の１の実施形態によれば、さらに、前記袋状部材の空間部内の圧力
を所定の値に保持するための圧力調節弁を有する。
【００３１】
　この発明の更なる別の１の実施形態によれば、さらに、前記四肢の皮膚と前記内側シー
ト部材との間に流体が流通するための隙間を確保するための部材を有する。この場合、前
記隙間確保部材は、前記四肢を前記袋状部材に適用する前に、前記四肢に予め装着される
ものであることが好ましい。また、前記隙間確保部材は、前記内側シート部材の前記四肢
の外周に接する部分に固定されているものであっても良い。
【００３２】
　この発明の更なる別の１の実施形態によれば、さらに、四肢の外周と前記内側シート部
材との間の隙間に沿ってこの四肢先端部から離れる方向に流通した流体を回収するための
流体回収手段を有する。
【００３３】
　この発明の更なる別の１の実施形態によれば、四肢の外科的手術後の浮腫及び疼痛を制
御するためのもの、作業関連筋骨格系障害に対する手術後管理を施すためのもの、作業関
連筋骨格系障害に対する保存的治療を施すためのもの、若しくは皮膚を介した薬物送達に
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使用するためのものであることが望ましい。
【００３４】
　この発明の第二の主要な観点によれば、四肢の障害を治療、改善若しくは予防するため
の方法であって、四肢の正常な間質圧と平衡状態である範囲の陽圧下に、前記四肢の先端
部を自由に動かせる状態で保持する工程と、ドレナージ用流体を前記四肢に沿って前記四
肢の先端部から離れる方向で流通させてドレナージを促進させる工程とを有することを特
徴とする方法が提供される。
【００３５】
　この発明の１の実施形態によれば、この方法は、四肢、四肢の先端部及び／若しくは四
肢の深部組織における浮腫及び／若しくは疼痛に対して適用することを特徴とするもので
ある。また、１の実施形態において、前記四肢の浮腫及び／若しくは疼痛は、リンパ浮腫
、手術後の腫脹、炎症若しくは外傷による腫脹、関節リウマチや変形性関節症による関節
滑膜の腫脹、又は点滴漏れによる腫脹、熱傷による腫脹、若しくはエコノミークラス症候
群による腫脹である。また、この方法は、受傷後若しくは手術後に適用される。
　例えば、このような実施形態によれば、リンパや静脈血の還流促進を介して、関節滑膜
に生じた腫脹や炎症を速やかに沈静化させることができ、この作用により関節リウマチや
変形性関節症にみられる関節炎症状を軽減させ、また、その発症を抑制することができる
。
【００３６】
　１の実施形態によれば、この方法は、作業関連筋骨格系障害に対して適用されるもので
あっても良く、作業関連筋骨格系障害の保存的治療用に適用するものであっても良い。こ
の場合、前記作業関連筋骨格系障害は、手根管症候群、狭窄性腱鞘炎、若しくはテニス肘
であっても良い。また、この方法は、作業前、作業中、及び／若しくは作業後に適用する
ことが好ましい。
【００３７】
　１の実施形態によれば、この方法は、深部静脈血栓の予防に対して適用されるものであ
る。
【００３８】
　以上に記載されていないこの発明の他の特徴および顕著な効果は、以下の発明を実施す
るための最良の実施形態の項で添付した図面とともに参照することで、当業者によって理
解することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　以下、本発明の四肢治療用陽圧チャンバーの一実施形態における構成要素について詳細
に説明する。
【００４０】
　図１は、この発明のこの実施形態における四肢用陽圧チャンバー１の使用時の状態を示
す図、図２は、四肢用陽圧チャンバー１を広げた状態を示す平面図である。
【００４１】
　まず、この四肢用陽圧チャンバー１は、外側シート部材２と内側シート部材３との間に
区画された空間部４に流体が満たされて膨らむようになっている袋状の本体部５（本発明
の袋状部材）を有する。この本体部５の内側シート部材３は、図１のように前記空間部４
内に流体（この実施形態では空気）が満たされた状態で、この内側シート部材３で腕及び
手の外周をその形状に沿って覆うことのできるように形成されている。
【００４２】
　そして、前記袋状部材５の空間部４に流体を満たすことで、前記内側シート３に覆われ
た前記腕及び手全体を四肢の正常な間質圧と平衡状態である範囲の陽圧下（２０ｍｍＨｇ
以上弛緩期血圧未満）に保持することができ、かつ、前記空間部４に満たされた流体中で
手の部分（四肢の先端部）を腕の部分とは独立的に自由に動かすことが可能になっている
。
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【００４３】
　また、前記内側シート部材３の手に対応する部分には、本体部５の内部に満たされた流
体を前記手側から導入するための多数の微細孔（図１には図示せず）が形成されており、
この微細孔から図１に矢印αで示すように内側シート部材３を透過して手の表面に導入さ
れた流体を、手及び腕の外周と前記内側シート部材３との間の隙間に沿ってこの手から腕
へと向かう方向（図１に矢印βで示す方向）に流通するように構成されている。
【００４４】
　また、手及び腕と内側シート部材３との間に上記流体が流通する隙間を確保するために
、手及び腕にはストッキング状の隙間確保部材６が装着されている。
【００４５】
　上記外側シート部材２には、上記本体部５内に流体を導入し、上記本体部５を膨らませ
手及び腕を陽圧状態に置くための導入口８ａが設けられ、この導入口８ａはチューブを介
してエアコンプレッサー９が接続されるようになっている。また、図に８ｂで示すのは、
圧力調整弁である。この調整弁８ｂによって、上記空間部４内は２０ｍｍＨｇ以上弛緩期
血圧未満の陽圧状態に正確に保たれるようになっている。
【００４６】
　上記本体部５の装着は、図２に示すように内側シート部材３と外側シート部材２とが貼
り合されてなる本体部５を隙間確保部材６が装着された手及び腕を挟むようにして折り畳
んで行う。この状態でファスナ１０，１１を接合し、上記エアコンプレッサー９を作動さ
せてこの本体部５を膨らませると、手及び腕の下側に位置する部分が図１のように空気枕
のように機能し、手及び腕を一定の高さに保持するようになっている。
【００４７】
　このような構成によれば手及び腕全体を陽圧下に保持した状態で、手を自由に動かすこ
とによるポンプ効果と、本体部５内の流体を手及び腕の皮膚の表面に沿って手から腕へ向
って流すことによるドレナージ効果とを得ることができる。これにより、手及び腕の血流
及びリンパの流れを活性化することができ、これにより、その腫脹や浮腫を有効に低減若
しくは予防することができる。
【００４８】
　以下、各構成要素の概念について詳しく説明する。
【００４９】
（本体部）
　本体部５はエアバッグ構造を有する。ここでいう「エアバッグ構造」とは、その内空に
気体を充填可能なように形成された袋状の構造をいう。例えば、同形の２枚のシート、す
なわち内側シート部材３と外側シート部材２を重ね合わせ、互いの縁部を貼り合わせたも
のを、本発明の本体部５とすることができる。本体部５の材質は気密性の高い材質であれ
ば特に限定されないが、本体部５の材質の一部又は全部を透明性を有するものとすること
が好ましい。本体部５の材質の一部又は全部を透明材料とすれば、後に詳述するように四
肢の端部（この実施形態では手（指））を観察することが容易となる。
【００５０】
　さらに、本体部５の材質は柔軟性を有するものであることが好ましい。外周を構成する
外側シート部材２の材質としては、柔軟性を有しつつある程度強度がある材質、例えば、
ポリ塩化ビニル、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）やドレッシング効果を備えるポ
リウレタンフィルム、ハイドロポリマーなどを採用することができる。また、これらの材
質を組み合わせたものを採用してもよい。さらに、四肢の皮膚に接する領域、すなわち内
側シート部材３としては、外側シート部材２程強度が要求されないが、四肢の外周に沿っ
て吸着するようにより柔軟である必要があり、また、四肢に所定の隙間を介して接するこ
とから、例えば、ポリウレタンフィルムなどの基材に吸水性の高いハイドロコロイドを被
覆したハイドロコロイド・ドレッシング材や、止血作用を備えるアルギン酸塩を被覆した
アルギン酸塩被覆材や、含水率の高いハイドロゲルを被覆したハイドロゲル・ドレッシン
グ材や、ハイドロポリマーなどの創傷被覆材を使用してもよい。
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【００５１】
　また、本体部５は前述したようにその空間部４に流体を注入するための流体導入口８ａ
及び圧力調整用の圧力調整弁８ｂが設けられている。なお、この圧力調整弁８ｂは、上記
エアコンプレッサー９やチューブ１２に設けられていても良い。なお、前記流体導入口８
ａと圧力調整弁８ｂは対極の位置にあることが望ましい。これにより、前記本体部５内で
の流体の流通（還流）が確実に確保される。
【００５２】
　本発明の四肢治療用陽圧チャンバー１を四肢に取り付ける方法は特に限定されないが、
本体部５を四肢に捲回することや、本体部５を折り畳んで四肢を挟入することにより、四
肢に取り付けることができる。
【００５３】
　この場合、四肢用陽圧チャンバ１は、図２に示すように、平面視で略扇形であって、四
肢の基部（腕）に対応する部分から四肢の端部（手）に対応する部分へ進むにつれて拡大
する形状であることが好ましい。このようにすれば、後述するように、四肢先端収容部１
３に包容された四肢の端部を自由に動かすための空間を確保することができるからである
。さらに、かかる形状とすれば、後述のように膨張した本体部５が四肢の基部（腕の部分
）を挟持し、安定性を高めることができるからである。
【００５４】
　本発明の一実施態様では、本体部５を四肢へ取り付けた後に固定するための固定手段を
備える。固定手段としては、ベルトや面ファスナー、ジッパーなどにより構成することが
できるが、図２の例では一対の面ファスナー１０，１１である。
【００５５】
（四肢先端収容部）
　前記内側シート部材３にはポケット状の四肢先端収容部１３が設けられている。四肢先
端収容部１３は本体部５の空間部４内に陥没するように例えば内側シート部材３の一部で
形成され、四肢の端部を包容するようになっている。四肢先端収容部１３の形状は、四肢
の端部を包容可能であれば特に限定されない。例えば、この例では図２に示すように、手
首から指先までの領域を包み込むポケット状とすることができる。この四肢先端収容部１
３をポケット状とするとき、開口部２０でのみ本体部５に連結していることが好ましい。
このようにすれば、本体部５の空間部４において四肢先端収容部１３に包容された四肢の
端部の運動自由度が向上するからである。なお、この四肢先端収容部１３は、このような
形状に限定されるものではなく、陽圧下で四肢先端（手）を基部（腕）とは独立して動か
せるような形状であれば良い。
【００５６】
　四肢先端収容部１３の材質は、本体部５の内側シート部材３と同一の材質としても良い
が、本体部５の材質よりも伸縮性の高い材質を採用してもよい。四肢の端部の運動自由度
の向上に寄与するからである。
【００５７】
　前述したように、本体部５の空間部４には、流体が満たされた状態において、本体部５
の外側シート部材２との間に、四肢先端収容部１３に包容された四肢の端部を自由に動か
すことのできる空間が設けられていることが好ましい（図１参照）。自由に動かすことの
できる空間とは、手を動かした場合でも、それが外側シート部材２と干渉してその動きが
妨げられることのないような空間である。本体部５の空間部４の領域を十分確保すること
により、かかる空間を形成することができる。具体的には、膨張状態において、四肢先端
収容部１３の開口部２０と、これに対向する本体部５の外側シート部材２内面との距離を
、包容する四肢の端部の先端から開口部２０までの距離よりも大きくすることにより形成
することができる。
【００５８】
　本体部５が、四肢に捲回されるような構成において内側シート部材３に四肢先端収容部
１３を設けた場合には、その他の部分の内側シート部材３で腕の部分を安定的に固定する
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ことができ、手の部分だけを手首を軸にして自由に動かすことができる構成となる。この
ことで手首の位置が決められるから、本体部５内で手を動かしたときに、外側シート部材
２を傷つけたり、または、外側にある物体と手がぶつかって手が損傷する等のアクシデン
トを避けること出来る。また、四肢全体が適度なエアクッション効果により好適に支持さ
れることとなる。例えば、空間部４を構成する内側シート部材３の内面とこれに対向する
外側シート部材２の内面との距離は例えば、１０～２０ｃｍとすることができる。
【００５９】
　本発明の一実施態様では、四肢先端収容部１３には、本体部５の空間部４へと連通する
多数の微細孔２１が設けられている。このようにすれば、本体部５の空間部４内の流体が
微細孔２１を通じて手に透過し、腕の方へと流通するという流れが生成され、皮膚近傍の
血流やリンパの流れを活性化できる、いわゆるドレナージ効果を得ることができると共に
、四肢の端部で発生する汗や創部から放出される浸出液を排出することができる。なお、
この四肢先端収容部１３自体の材質を多孔質な液体透過性のもので構成しても良い。
【００６０】
　この実施形態では、内側シート部材３（四肢先端収容部１３）と四肢との間に、空気流
が流れる空間を形成するための隙間確保部材６を備える。内側シート部材３と四肢との間
に空気流の流路が確保されることにより初めてドレナージ効果が得られることになる。隙
間確保部材６は、四肢へ着脱自在に取り付けられる弾性繊維部材又は網状構造を有する部
材により形成することができる。弾性繊維部材として、ナイロン繊維、ポリウレタン繊維
などの合成繊維、綿、羊毛などの天然繊維、又はこれらを組み合わせたものを採用できる
。例えば、ナイロン繊維製のストッキングをここでの隙間確保部材６として使用すること
ができる。
【００６１】
　なお、この隙間確保部材６は、四肢に装着するものではなく、内側シート部材３にこの
ような材質を貼り付けておくことで構成してもよい。
【００６２】
　なお、隙間確保部材６は四肢の端部（手）から基部（腕）の全体を包容することが好ま
しく、少なくとも前記隙間確保部材６が、前記本体部５から外部にはみだしていることが
好ましい。これにより、四肢の先端部から外側に至るまで連続した空気流路が形成され、
これにより四肢の皮膚に沿って流通した流体が外部に排出されるからであり、確実なドレ
ナージ効果を得られるからである。
【００６３】
　この四肢用陽圧チャンバー１は、様々な用途に使用することができ、その用途に応じて
様々な付加装置と共に使用することができる。
【００６４】
　例えば、この四肢用陽圧チャンバー１は、リンパ浮腫、手術後の腫脹、炎症若しくは外
傷による腫脹、関節リウマチや変形性関節症による関節滑膜の腫脹、又は点滴漏れによる
腫脹、熱傷による腫脹を有する四肢の端部に対して、該浮腫又は腫脹を消失させることに
使用される。また、作業関連筋骨格系障害に対する手術後管理、や作業関連筋骨格系障害
に対する保存的治療を施すために使用される。
【００６５】
　ここで、例えば、四肢端部に熱傷による腫脹を伴う場合には、温度調節装置及び湿度調
節装置を備えることが好ましい。温度調節装置及び湿度調節装置により四肢端部の温度及
び湿度を適切な状態とすることができるからである。また、作業関連筋骨格系障害の保存
的治療の用途においては、この四肢用陽圧チャンバーは、作業開始前、作業中、もしくは
作業後に適用することが好ましい。
【００６６】
　また、本発明の四肢治療用陽圧チャンバー１は四肢の腫脹や浮腫に伴う疼痛を緩和する
ことに使用される。
【００６７】
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　さらに他の用途としては、本発明の四肢治療用陽圧チャンバー１は四肢の端部における
皮膚質の改善に使用される。さらに他の実施態様では、四肢の疼痛の緩和に使用される。
【００６８】
　また、この四肢用陽圧チャンバー１は、例えばエコノミークラス症候群による四肢血栓
を防止するために用いることができる。
【００６９】
　さらに、この四肢用陽圧チャンバー１は、所謂ドラッグデリバリーに使用することがで
きる。例えば、上記した種々の治療と共に、治療に必要な薬剤を前記チューブ１２の途中
でミスト状にして導入することによって、その薬剤を経皮投与するようにしても良い。す
なわち、この場合、空間部４に一旦満たされたミスト状の薬剤は前記四肢先端収容部１３
に設けられた微細孔２１から四肢の先端部に投入される。これにより投入された薬剤は四
肢の皮膚に沿って流通しその間に経皮吸収されていく。また、上記四肢の腫脹や浮腫等の
治療の目的ではなく、四肢治療に関係しない薬剤を経皮投与することのみを目的としてこ
の装置を使用しても良い。
【００７０】
　また、上記一実施形態では、四肢の表面に導入されドレナージ効果を奏する液体は、空
間部４に満たされた流体を四肢先端収容部１３に設けられた微細孔２１を通して導入され
るものであったが、これに限定されるものではない。例えば、四肢先端収容部に直接チュ
ーブを接続し、このチューブを通して四肢用陽圧チャンバーの外部からドレナージ用の流
体を導入しても良い。この場合、ドレナージ用流体は、空間部４に満たされる流体と同じ
であっても良いが異なる種類のものであってもよい。また、前記四肢先端収容部１３に直
接チューブを接続してドレナージ用流体を投入する場合には、四肢先端収容部に前記微細
孔２１を設けず前記空間部４内の流体が四肢の表面に導入されないようにしても良い。
【００７１】
　この場合、ドレナージ用流体は、所定の薬剤を含有する流体であっても良い。当該ドレ
ナージ用流体や薬剤を回収するために、四肢の基部（腕）の部分に当該薬剤回収用のチュ
ーブを取り付け、このチューブで所定の圧力でバキュームすることによって四肢の表面に
流通したドレナージ用流体を強制的に回収すると共にドレナージ効果を促進するようにし
てもよい。
【００７２】
　以下に本発明の実施形態の実際の適用例について説明する。
【実施例】
【００７３】
　本発明の一の実施例である四肢治療用陽圧装置の構成を表わす模式図を図３に示す。
【００７４】
　この四肢治療用陽圧装置は、四肢治療用陽圧チャンバー１、エアコンプレッサー９、チ
ューブ１２、温度調節機３７、加湿機１４、温度センサー１５、湿度センサー１６、コン
トローラー１７から構成される。
【００７５】
　まず、本装置１の概略を説明する。エアコンプレッサー９はチューブ１２を通じて本体
部５へ加圧空気を注入可能なように接続されている。チューブ１２には温度調節機３７が
接続されており、チューブ１２内を通過する加圧空気を冷却することができる。また、チ
ューブ１２には加湿機１４が接続されており、チューブ１２内を通過する加圧空気を加湿
することができる。さらにチューブ１２には温度センサー１５、湿度センサー１６が接続
されている。両センサー１５、１６はチューブ１２内を流れる加圧空気の温度と湿度を検
出する。両センサー１５、１６は検出したデータをコントローラー１７へ転送する。コン
トローラー１７は温度調節機３７、加湿機１４を制御する。なお、温度調節機３７、加湿
機１４はエアコンプレッサー９の空気取り込み側に設けることもできる。
【００７６】
　また、加湿器１４と四肢用陽圧チャンバー１との間には、例えば経皮投与のための薬品
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を保持しこの薬品をミスト化して加圧空気に混入させるための薬品保持部１９が取り付け
られている。
【００７７】
　図４は、四肢用陽圧チャンバー１の平面図である。
【００７８】
　この実施例では、内側シート部材３は半透明の塩化ビニル製、外側シート部材２は無色
透明の塩化ビニル製となっている。内側シート部材３の形状と外側シート部材２の形状と
はともに略扇形であって、その長円弧部に相当する上縁部１ａと、短円弧部に相当する下
縁部１ｂと、縁部１ｃ、縁部１ｄを備える。内側シート部材３と外側シート部材２は各縁
部１ａ～１ｄで熱圧着により張り合わされている。これにより、本体部５に気密状態の袋
状の空間部４（図１参照）が形成されるようになっている。
【００７９】
　内側シート部材３は、縁部１ｃ寄りの略中央部にポケット状の四肢先端収容部１３を備
える。四肢先端収容部１３は開口部２０を有する。四肢先端収容部１３は空間部４に陥没
するように、開口部２０の縁部で内側シート部材３に連結している。四肢先端収容部１３
の大きさは手の大きさよりも十分大きく、その形状は平面視で、手の形状に合わせて、親
指部と残りの４つの指部との二つの部分からなる。四肢先端収容部１３の先端には空間部
４と連通する多数の微細孔２１が所定の間隔で複数設けられている。一方、外側シート部
材２には、前述した空気注入口８ａを備える。前記空間部４へ加圧空気を注入できるよう
に、空気注入口８ａはチューブ１２へ接続されるようになっている。
【００８０】
　さらに外側シート部材２は縁部１ｄ側に一方の面ファスナー１０が設けられ、縁部１ｃ
側には内側シート部材３から延設された他方の面ファスナー１１が設けられている。これ
ら一方及び他方の面ファスナー１０，１１を接合するように本体部５を折り畳むことで腕
及び手を覆うことができるようになっている。
【００８１】
　また、腕及び手に装着される隙間確保部材６は、図５に示すようなもので、例えばスト
ッキングのようなナイロン繊維織物で形成され、腕及び手と内側シート部材３との間に空
気流通用の隙間を確保するために予め手及び腕に装着される。
【００８２】
　四肢用陽圧チャンバー１の腕への取り付け方法を示す模式図を図６Ａ～Ｃに示し、その
実際の状態を図７Ａ～Ｇに示す。
【００８３】
　まず図６Ａ（図７Ａ）に示すように、開口部２０から四肢先端収容部１３内へ手を挿入
する。続いて、本体部５を縁部１ｄ側から縁部１ｃ側へ折り畳んで腕を挟み、面ファスナ
ー１０と１１とを貼り合わせる（図６Ｂ、図７Ｂ参照）。その後、エアコンプレッサー９
により空気注入口８ａから空間部４へ空気を注入する。これにより空間部４は空気で満た
され、本体部５は膨張状態となる（図６Ｃ、図７Ｃ及びＤ参照）。一旦空気が満たされる
と、四肢先端収容部１３に形成された微細孔２１から空間部内の空気が手の方に透過し、
ドレナージ用に腕の方に抜けていきが、内部圧力が所定の陽圧（２０ｍｍＨｇ以上弛緩期
血圧未満）に保たれる。エアコンプレッサーの流量は、例えば、ドレナージ用に使用する
流体の量に応じて前記空間部４内を上記の圧力を保つために適当な量に決定され、例えば
、この実施例では毎分約３リットルに設定されている。なお、上記で説明したように、よ
り正確に空間部４内の圧力を制御するために圧力調整弁８ｂを設けるようにすれば、制御
は非常に簡単になる。
【００８４】
　図６ＣにおけるＩ－Ｉ線縦断面図を図８Ａ、Ｂ及びＣに示す。図８Ａに示すように、本
体部５が二つに折り畳まれることによって空間部４は手の甲側の空間部４ａと手の掌側の
空間部４ｂとに分けられる。腕の表面に沿ってドレナージ用の流体が外部に排出されよう
に流通しているから、前記内側シート部材３は腕の表面に吸着している状態であり、それ
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により腕全体が本体部５内でその位置で固定されている。
【００８５】
　一方四肢先端収容部１３に包容された手は、上記と同様の理由で内側シート部材３が手
に張り付いた状態となっているが、四肢先端収容部１３自体が固定されていないので、手
は陽圧下で自由に動かすことができる。
【００８６】
　図８Ｂに示すように、膨張状態において、開口部２０とこれに対向する外側シート部材
２との距離ｄ１は、手の長さ（中指先端から手首までの距離）ｄ２よりも大きい。空間部
４ｂには空気が充填されており、手の動きを妨げることがない。これにより手やその指を
自由に動かすことができる（図７Ｅ及びＦを参照）。
【００８７】
　また、図８Ｃ及び図７Ｇに示すように手の甲が下側となるようにチャンバー１全体を回
転させれば、腕は内側シート部材３を隔てて空間部４ｂの上に配置されることとなる。
【００８８】
　このような四肢用陽圧チャンバー１によれば以下の効果を奏する。
【００８９】
　このチャンバー１作動させることにより、手と腕とを含む四肢全体が均一な陽圧下に置
かれる状態となる。この圧力は水深１ｍ程の圧力であり、四肢の正常な間質圧と平衡状態
であり、手や腕がうっ血することはない。
【００９０】
　そして、この陽圧下で、手を自由に動かすことができるから、ポンプ効果により末梢の
血流及びリンパの動きを活性化することができる。そして、手の先端から空間部内の空気
を透過させて手の皮膚表面に沿って腕の方（末梢から中枢）に向かって流すことで腕の皮
膚に振動を与え、皮膚近傍の末梢血流及びリンパの動きを活性化することができるから、
上記手の動きによるポンプ効果と相まって効果的なドレナージ効果を得ることができる。
【００９１】
　これにより、腫脹や浮腫を効果的に防止することができる。
【００９２】
　なお、従来のガーゼと弾力包帯を用いた圧迫では、手を動かすと圧迫状態が変化し腫脹
や浮腫の防止効果が低下するおそれがあった。また、あまりきつく圧迫しすぎると鬱血等
生じてしまうおそれがあった。これに対して、本装置では、四肢の先端（手）を自由に動
かしてもその一定の陽圧下に置かれていることは変化しないので腫脹や浮腫の防止効果が
低下しない。また、患者は手を固定されることの苦痛から開放されることとなる。
【００９３】
　さらに、図８Ｃ（図７Ｇ）に示すように、掌を上側に向けた状態において腕は上側の空
間部４ｂと下側の空間部４ａの間に位置する。この場合、下側の空間部４ａはエアクッシ
ョン効果を奏し、これにより、腕は適度な反発力により安定した状態で支持されることに
なる。その結果、患者がベッドに横たわった状態においても、腕は安定した状態となりチ
ャンバー１を取り付けた患者への負担が軽減される。なお、チャンバー１の形状は略扇形
であって、腕の基部（下縁部１ｂ）から手に進むにつれて拡大する形状である。これによ
り、手近傍に広い空間部４が形成されることとなり、手の指や手関節が自由運動する領域
が確保されている。さらに腕の基部では、空間部４が手近傍に比べて小さくなっているた
め、基部が安定して挟持されている。
【００９４】
　本チャンバー１の四肢先端収容部１３は手の大きさよりも十分大きい。そのため、取り
付け時において、手を四肢先端収容部１３へ挿入する際に手への物理的な干渉が極めて小
さい。これにより、物理的な干渉に極めて敏感な術後の創部を有する腕にも好適に使用す
ることができる。加えて、本体部５を二つ折りにして腕を挟こんだ後に膨張状態にして取
り付けるため、腕の基部に対しても物理的な干渉が少なく、術後の創部を有する腕に好適
に使用することができる。
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【００９５】
　さらに、本体部５は透明若しくは半透明の内側シート部材３及び外側シート部材２で構
成される。従って、チャンバー１を取り付けた状態でも、腕及び手を容易に観察すること
ができる。加えて上述のように手は自由に動かすことができるため、チャンバー１を取り
付けた状態で観察することがさらに容易となっている。
【００９６】
　また、上記装置によれば、疾患、術後の状態に応じて付加的な機能を奏することも可能
である。
【００９７】
　すなわち、本チャンバー１は温度調節機３７を備える。温度調節機３７はエアコンプレ
ッサー１１から送り出される加圧空気を冷却することができる。これにより、術後の手に
おける創部の腫脹の防止に寄与する。また、チャンバー１は加湿機１４を備える。加湿機
１４はエアコンプレッサー９から送り出される加圧空気の湿度を高めることができる。こ
れにより、空間部２３から隙間確保部材６を通じて腕の基部近傍へ流れる空気流によって
生じるおそれのある、創部の過度の乾燥を防止することができる。なお、温度調節機３７
及び加湿機１４の動作状態は、コントローラー１７によって制御される。コントローラー
１７は温度センサー１５及び湿度センサー１６が検出したデータに基づき、温度調節機３
７及び加湿機１４をオン／オフするためのプログラムが組み込まれている。このプログラ
ムはチャンバー１を使用する四肢の状態（腫脹や浮腫の発生の有無や進行度合い、或いは
創部の治癒の程度）や、外気の温度・湿度を鑑みて任意に設定することができる。
【００９８】
　また、この装置には、薬剤保持部１９が設けられている。この薬剤保持部１９に薬剤を
保持することで、この薬剤保持部１９は薬剤をミスト化して本体部５に導入する空気流に
混入させることが可能になっている。空気流に混入された薬剤は、上述したように、手の
先端部から腕の方向に向かって流通し、その間に経皮吸収されるようになっている。
【００９９】
　チャンバー１では、膨張状態となった後もエアコンプレッサー９による加圧を連続的に
行ったが、周期的に加圧しても良い。周期的に加圧することによって手に脈動を与えるこ
とができる。脈動を与えれば、ドレーン効果を高めることができる。加えて、腕の血流や
リンパの流れを促進させることができる。なお、この脈動は特別な装置を取り付けなくて
も、前記エアコンプレッサーが発生する振動によって与えられるものであっても良いし、
又、微細なバブルを破裂させることにより超音波振動を与えても良い。
【０１００】
　本装置１では本体部５を腕に取り付けたが、取り付け部位は腕に限定されず、四肢のい
ずれでもよい。中でも脚に取り付ければ、その血流やリンパの流れを促進することにより
、深静脈血栓の防止効果を奏する。深静脈血栓は、例えば、長距離移動中の航空機内や列
車内などの限られた空間内で脚を自由に動かすことができない場合に発症するおそれがあ
る。本装置は携帯性及び可搬性に富んでいるため、このような限られた空間においても好
適に使用することができる。
【０１０１】
　本実施例では、本チャンバー１は本体部を一つ備えるが、これに限定されない。例えば
、複数の本体部を備えており、各本体部を加圧可能な四肢治療用陽圧装置としても良い。
このようにすれば、複数の四肢に対して同時に本装置を使用することができる。また、本
体部５をディスポーザブル（使い捨て）とすることもできる。このようにすれば、衛生面
での信頼性が増すことに加え、本装置の生産コスト面でも有利となる。
【０１０２】
　また、本実施例では、本チャンバー１を術後の創部を有する腕に使用したが、これに限
定されず、術後さらに時間が経過した四肢のリハビリテーションを目的として使用したり
、創部を有さない四肢に対して腫脹や浮腫の予防を目的として使用することができる。
【０１０３】
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　また、この発明は上記一実施例に限定されるものではなく、発明の要旨を変更しない範
囲で種々変形可能である。
【０１０４】
　例えば、上記一実施形態において、本体部を手及び腕に装着し固定するのに面ファスナ
ーを用いていたが、これには限定されない。例えば、図１０Ａ、Ｂに示すように、ジッパ
ーを用いて、三辺全てを閉じるようにしても良い。このことにより、内側シート部材３が
外部に露出することを完全に防止でき、この内部シート３を保護できると共に、空間部４
内の圧力維持効率を高くすることが期待できる。
【０１０５】
　なお、図１０Ａはこの実施例の四肢用陽圧チャンバー１を内側シート部材３側から見た
図、図１０Ｂは外側シート部材２から見た図である。この例では、前記四肢先端収容部１
３は、前記内側シート部材３の一部を折り畳んで作成され、その折り畳んだ部分を手の形
に加工することでポケット状の四肢先端収容部１３を形成している。また、この実施例で
は、左右両方の腕に対応できるように、上記四肢先端収容部１３は親指の入る部分が左右
両方に形成されている。
【０１０６】
　また、図１１に示すような形状の四肢用陽圧チャンバー５’’であってもよい。すなわ
ち、上述した例ではいずれもシート状の部材を腕に巻回することで、装着していたが、空
間部４に流体を導入し膨らませることで、図１２に示すような形状に膨張するように構成
されているものであっても良い。
【０１０７】
　このような四肢用陽圧チャンバーを用いる場合には、内側シート部材３で構成される四
肢先端収容部１３に予め手及び腕を挿入した状態でこのチャンバー１内に流体を導入する
ことで、手及び腕を陽圧下に置くことができ、かつ、手の部分を自由に動かすことが可能
になる。
【０１０８】
　さらに、図１２に示したのは、四肢に対して経皮ドラッグデリバリーを行える実施例で
ある。この例では、四肢先端収容部１３に直接ドラッグデリバリー用のチューブ２３を接
続し、このチューブ２３を通して四肢用陽圧チャンバーの外部に設けられた薬剤供給部２
４から薬剤を導入する。この場合、この薬剤がドレナージ用流体を兼ねるので、前述した
微細孔２１は設ける必要はない。
【０１０９】
　また、この例では、前記内側シート部材３の腕に対応する部分に経皮吸収されなかった
余剰の薬剤を回収するための薬剤回収用チューブ２５を取り付けている。このチューブ２
５を通し吸引装置２６で所定の流量若しくは圧力で四肢と内側シート部材３の間を吸引す
ることで、薬剤を皮膚に沿って流通させると共に、この薬剤の空中への飛散を防止するこ
とができる。
【０１１０】
　また、図１３、図１４に示したのは、四肢として足に適用することのできる四肢用陽圧
チャンバー２８の例である。図１３は、装着前の展開した状態を示す平面図、図１４は、
装着した状態を示す縦断面図である。
【０１１１】
　この例でも内側シート部材２９と外側シート部材３０とを貼りあわせてその間に空間部
３１を構成する袋状の本体部３２を有する。このチャンバーは左右対称に形成され、その
中央部に足を位置させて折り畳み、ジッパー３３でその縁部を接合することで足に装着す
る。このとき、足にはストッキング状の隙間確保部材３４が装着されている。
【０１１２】
　そして、空気導入口３５からエアを空間部３１に導入してこのチャンバーを膨らませる
。前記内側シート部材２９は例えば薄い塩化ビニールビシートで形成されており、かつ、
足の先端部に対応する位置に空間部内の流体を足の先端部に導入するための多数の微細孔
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３６が設けられている。このことで、ドレナージ用の流体が足の先端から脚の方に向かっ
て、上記隙間確保部材によって確保された隙間に沿って皮膚の表面を刺激しながら流れ、
最終的には外部に排出される。
【０１１３】
　また、このようにドレナージ用の流体が流通することから、内側シート部材２９は、図
１４に示すように、足及び脚の表面に張り付き、足および脚をその位置で保持する。また
、足及び指の部分は、内側シート部材と外側シート部材との間に確保された空間部３１内
で所定の陽圧下で保持され、動かすことが可能である。ここで、足は手と比較して可動性
が小さく挟み込む形態であっても十分な可動性が確保できるため、手に用いる場合に比べ
空間は少なくてもよい。
【０１１４】
　空間部３１内の流体はこの実施形態ではエアコンプレッサーによって導入され、その流
量は、上記ドレナージを行っている状態で陽圧（２０ｍｍＨｇ以上弛緩期血圧未満）に保
たれる量に決定される。
【０１１５】
　このような構成によれば、足及び脚に対しても適用可能な四肢用陽圧チャンバーを得る
ことができる。
【０１１６】
　なお、この足の例では、四肢先端収容部は設けられていないが、手の例と同様に足を挿
入するためのポケット状の四肢先端収容部を内側シート部材２９に設けてもよい。また、
逆に、手の例においても、手の動きが確保できる限り、四肢先端収容部は必ずしも必要で
はない。
【０１１７】
　次に、本発明の臨床例について説明する。
【０１１８】
　（臨床例１）
　狭窄性腱鞘炎により手が全体的に腫れ、指の関節が硬くなった患者に対して、外科医に
よる十分なインフォームドコンセントを行った後、最初の実施例にかかる本装置１を当該
患部（手指）に適用した。
【０１１９】
　この臨床例においては、本体部にエアコンプレッサーが直接取り付けられ、加熱装置や
加湿装置、薬物保持部が取り付けられていない状態で、本装置を適用した。
【０１２０】
　本装置１適用前における患部の状態を図９Ａ～Ｃに示す。本装置１を取り付けた患者の
手指の状態を図９Ｄ、Ｅに示す。本装置１適用後における患者の手指の状態を図９Ｆ、Ｈ
に示す。図９Ａに示すように、患者の手指はびまん性に腫脹している。更に図９Ｂ、Ｃに
示すように患者の手指は腱鞘の肥厚により屈曲が制限されており、その傾向は中指で最も
顕著である。患者の手指の可動域は、他動可動域、自動可動域ともに、中指を中心に手指
の全体で制限されている。かかる手指に対して本装置１を適用した。
【０１２１】
　図９Ｄ、Ｅに示すように、加圧状態のチャンバー１内で患者の手指全体が均一に圧迫さ
れた状態で自由に動かすことができる。チャンバー１内で手指の屈曲伸展を１０分間繰り
返したところ、チャンバー１内において手指の自動可動域が拡大したことが確認された。
チャンバー１内で更に２０分間手指の屈曲伸展を繰り返した。図９Ｆ、Ｇに示すように、
チャンバー１０内で合計３０分間の手指の屈曲伸展を繰り返した直後の状態において、手
指から腫脹が消失しており、手指を完全に屈曲させることが可能となった。このように本
装置１をかかる症状の手指に適用すれば、簡便な操作により短時間で、その腫脹を消失さ
せることができる。即ち、本装置１によれば、効率的で且つ極めて高い腫脹治療効果を奏
する。特にリハビリの際に使用することで高い効果が得られる。
【０１２２】
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　本例では、本装置１を適用する以前の上記患者の手指の皮膚は、緊満感を伴って腫脹し
、光沢を伴って皺が消失していた。これにより手指は限局性強皮症に類似したソーセージ
様となり、指節間関節は何れも屈曲位をとり、伸展、屈曲ともに制限されていた。このよ
うな手指に本装置１を適用することにより、手指の皮膚の性状は正常となり、関節拘縮も
消失した。
【０１２３】
　（臨床例２）
　手に点滴漏れによる腫脹が見られる患者に対して、外科医による十分なインフォームド
コンセントを行った後、本装置１を当該患部（手）に適用した。本装置１適用前における
患者の症状は以下の通りである。患者は貧血改善のためにフェジンの投与を受けている最
中に左手の手背から手関節背側にかけて点滴漏れを生じた。これにより、左手は手背から
指にかけてびまん性に腫脹し、著しい熱感、疼痛及び発赤を認め、指の屈曲も制限されて
いた。冷却と鎮痛剤の投与を行ったが改善は見られなかった。本装置１による圧迫下で自
動運動を開始すると、患者は痛みの軽減を自覚した。本装置１適用２日目には手指の運動
も顕著に改善した。本装置１の適用から５日目までにおける、左手の指の周囲径と右手の
指の周囲径と差の変化を図１５に示す。図１５に示すように、左手の第１指（母指）から
第５指（小指）の全ての指でその周囲径は減少し、左手の腫脹が急速に消腿したことが分
かる。本装置１適用５日目には手背から手指の腫脹はほぼ消失し、指の完全屈曲も可能と
なった。さらに、本装置１を装着することにより患部の疼痛が緩和された。このように手
指における点滴漏れによる腫脹に対して本装置１を適用すれば、かかる腫脹が消腿する。
さらに患部の疼痛が緩和された。
【０１２４】
　作業関連上肢筋骨格系障害に含まれる疾患の多くは腱滑膜の腫脹がその原因である事が
知られているが、上記２つの臨床例によれば、皮下の浮腫だけではなく、腱滑膜や靭帯な
どの深部組織に発生した浮腫も非常に効率よく消腿させることができることがわかる。こ
れは、手を動かすことによって滑膜を圧迫することが可能となり、血管がない深部組織に
おける浮腫を押し出すことができるためである。
【０１２５】
　この特性により、本発明は、ｒｅｐｅｔｉｔｉｖｅ　ｓｔｒａｉｎ　ｉｎｊｕｒｙ或い
はｃｕｍｕｌａｔｉｖｅ　ｔｒａｕｍａ　ｉｎｊｕｒｙなどと総称される作業関連筋骨格
系障害（手根管症候群、狭窄性腱鞘炎などが含まれる）においては術後のみならず、保存
的治療にも応用可能である。腱や靭帯など深部構造物の浮腫を消腿させる特性は、更に、
手のリハビリテーションにおいても極めて魅力的な特性であり、この分野でも広く応用す
る事ができる。また、下肢への応用では深部静脈血栓の予防効果も期待でき、デイスポー
ザブルで携行性に優れる事ことから、飛行機内でのエコノミークラス症候群の予防策など
、医療機器以外の応用も想定できる。このように極めて広範な適応が想定される。
　また、この四肢用陽圧チャンバーは、女性を中心に手指に発生する変形性関節症を予防
及び治療することに適用可能である。変形性関節症は、６０歳以上では３割以上の人にみ
られ、年齢と共に急速に発生率が上昇するものであるが、その初期に関節の腫脹（関節炎
、関節リウマチ）を軽度に認める例が非常に多く、この四肢陽圧チャンバーによればその
部分の腫れを除去することが可能であり、このことによって、変形性関節症の予防が可能
である。変形性関節症は関節リウマチの少なくとも数十倍の患者を認めることができるが
、この装置によれば、リンパや静脈血の還流促進を介して、関節滑膜に生じた腫脹や炎症
を速やかに沈静化させることができ、この作用により関節リウマチや変形性関節症にみら
れる関節炎症状を軽減させ、また、その発症を抑制することができるものである。
【図面の簡単な説明】
【０１２６】
【図１】図１は、本発明の一の実施例である四肢用陽圧チャンバーの使用時の状態を示す
図である。
【図２】図２は、同、四肢用陽圧チャンバーを広げた状態を示す平面図である。
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【図３】図３は、同、四肢用陽圧チャンバーの機能構成を示す模式図である。
【図４】図４は、同、四肢用陽圧チャンバーの使用前の状態における平面図である。
【図５】図５は、同、四肢用陽圧チャンバーに使用する隙間確保材の斜視図である。
【図６】図６Ａ、図６Ｂ、図６Ｃは、同、四肢用陽圧チャンバーの装着工程を示す模式図
である。
【図７】図７Ａ～Ｇは、同、四肢用陽圧チャンバーの装着工程を示す図である。
【図８】図８Ａ～Ｃは、図６Ｃにおける、Ｉ－Ｉ線縦断面図である。
【図９】図９Ａ～Ｃは、同、四肢用陽圧チャンバー適用前の患者における手指の状態を示
す。図９Ｄ、Ｅは、同、四肢用陽圧チャンバーを取り付けた患者の手指の状態を示す。図
９Ｆ、Ｇは、同、四肢用陽圧チャンバー適用後の患者における手指の状態を示す。
【図１０】図１０Ａ、Ｂは、同、四肢用陽圧チャンバーの変形例の使用前の状態における
平面図である。
【図１１】図１１は、同、四肢用陽圧チャンバーの変形例の使用前の状態における斜視図
である。
【図１２】図１２は、同、四肢用陽圧チャンバーの変形例の使用時の状態を示す図である
。
【図１３】図１３は、本発明の他の実施例である四肢用陽圧チャンバーを広げた状態を示
す平面図である。
【図１４】図１４は、本発明の他の実施例である四肢用陽圧チャンバーの使用時の状態を
示す図である。
【図１５】図１５は、指周囲径の変化を示すグラフである（縦軸を周囲径の差（ｍｍ）と
し、横軸を治療開始からの時間（日）とする）
【符号の説明】
【０１２７】
　１…四肢用陽圧チャンバー
　１ａ…上縁部
　１ｂ…下縁部
　１ｃ…縁部
　１ｄ…縁部
　２…外側シート部材
　３…内側シート部材
　４…空間部
　４ａ…空間部
　４ｂ…空間部
　５…袋状部材
　６…隙間確保部材
　８ａ…流体導入口
　８ｂ…圧力調整弁
　９…エアコンプレッサー
　１０…一方の面ファスナー
　１１…他方の面ファスナー
　１２…チューブ
　１３…四肢先端部
　１４…加湿機
　１５…温度センサー
　１６…湿度センサー
　１７…コントローラー
　１９…薬品保持部
　２０…開口部
　２１…微細孔
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　２３…チューブ
　２４…薬剤供給部
　２５…薬剤回収用チューブ
　２６…吸引装置
　２８…四肢用陽圧チャンバー
　２９…内側シート部材
　３０…外側シート部材
　３１…空間部
　３２…本体部
　３３…ジッパー
　３４…隙間確保部材
　３５…空気導入口
　３６…微細孔
　３７…温度調節機

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図１１】 【図１２】
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【図１４】

【図１５】
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【図７】
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